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武蔵野教育學論集執筆要項
2013 年 10 月 10 日制定
2016 年 7 月 14 日改正
2019 年 7 月 11 日改正
2021 年 9 月 1 日改正
2023 年 2 月 7 日改正

１　内容
（1）教育及び教職研究に関する学術論文
（2）教育学部所属教員の専門に関する学術論文
（3）その他、編集委員会が認めたもの

２　投稿資格
　学術論文または制作ノートに投稿できる者は、以下の者とする。
（1）教育学研究所研究員及び客員研究員
（2）教育学部専任教員
（3）共同研究の場合は（1）（2）が連名であれば、編集委員会での審議の上、他所属の研究者

の執筆も可
（4）教育学研究所から依頼した者
（5）その他、編集委員会が認めた者
（6）本学大学院生（ただし、院生単独は不可。指導教員との連名とする。）

３　倫理規定
執筆に際しては他人の著作権の侵害、名誉毀損、データの捏造、人権の侵害等の問題を生じな

いように充分に配慮しなければならない。倫理的な配慮が必要とされる学術論文等については、
投稿者が所属する機関等の「倫理審査委員会」で承認を得たものに限り、学術論文等の中において、
その旨を明記しなければならない。なお、万一掲載された執筆内容が他者の著作権を侵害したと
認められた場合、投稿者がその一切の責任を負うものとする。

４　公開
　印刷冊子、および、武蔵野大学のホームページ上等で電子データとして公開する。

５　投稿方法
（1）投稿を希望する者は、指定された期日までに所定の「武蔵野教育學論集投稿申込書」を提

出しなければならない。
（2）原稿は、指定された期日までに所定の書式で作成した完成原稿（紙面に打ち出したもの）

とそのデータを提出しなければならない。
（3）写真や図表は鮮明なものを使用し、完成原稿中にその位置を明示すること

６　投稿規定
A　学術論文

（1）原稿は未発表のものに限る。

（2）原稿は、第１著者論文は単著・共著にかかわらず１人１編に限る。
（3）但し、次の場合は、最大２編投稿することができる。

①単著１本＋共著（第２著者以下）１本
②共著（第１著書）１本＋共著（第２著者以下）１本
③共著（第２著者以下）２本

（4）原稿は、横書き及び縦書き両方可とし、題目に英訳を併記すること。
（5）同号の制作ノートを投稿した者は、原則として、学術論文を投稿することはできない。
（6）字数等

①頁数・字数
　10 ページ程度（注、図表、写真、その他、を含む）を原則とする。
＊横書きの書式は、１ページ 43 字 × 38 行とする。
＊縦書きの書式は、１ページ 30 字 × 25 行の２段組とする。
＊図表、写真は適宜文字数に換算する。
＊図表、写真などが多いため他の原稿と比べて著しく費用がかかる場合、編集委員会は執筆

者に負担を求めることが出来る。
②用語及び文体等

現代仮名遣いを原則とする。外国語を仮名書きにする場合は、カタカナとする。
③書式

別表の書式例参照のこと。
（7）校正

原稿は完成原稿を提出するものとし、校正段階では最小限の字句の訂正にとどめるものと
する。校正は原則として執筆者が行い、校正済みの原稿は、編集委員会が指定した期日まで
に必ず返却しなければならない。

B　制作ノート
（1）研究作品写真を用いた制作ノートを投稿することができる。
（2）研究作品は、原則として、その年度内に制作（展覧会等での発表を含む）したものとする。
（3）同号の学術論文を投稿した者は、原則として、制作ノートを投稿することはできない。
（4）研究作品の題名・制作年などを記し、鮮明な画像（写真又はデータ）を提出するものとする。
（5）頁数等

①頁数
４ページ以内【 研究作品掲載（カラー）１ページ、及びその解説等３ページ以内（白黒）】
とする。

②その他
＊学術論文に準ずる。

（6）校正
＊学術論文（7）に準ずる。

７　掲載の採否・順序等
（1）掲載の採否は、査読を経て、編集委員会が決定する。

（2）編集委員会は、原稿の書き直しを求めることが出来る。
（3）掲載順序などの編集は編集委員会が行う。
（4）執筆者には、紀要 5 部、別刷 20 部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に別刷 

20 部ずつを無償で配布することを原則とする。それ以上の部数を希望する場合は、必要部
数をあらかじめ編集委員会に申し込まなければならない。その場合、超過部数に関わる費
用は執筆者の負担とする。

８　その他
その他の事項については、編集委員会で決定する。
本要項は、「武蔵野教育学論集」第 15 号の執筆・編集から施行する。
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武蔵野教育學論集執筆要項
2013 年 10 月 10 日制定
2016 年 7 月 14 日改正
2019 年 7 月 11 日改正
2021 年 9 月 1 日改正
2023 年 2 月 7 日改正

１　内容
（1）教育及び教職研究に関する学術論文
（2）教育学部所属教員の専門に関する学術論文
（3）その他、編集委員会が認めたもの

２　投稿資格
　学術論文または制作ノートに投稿できる者は、以下の者とする。
（1）教育学研究所研究員及び客員研究員
（2）教育学部専任教員
（3）共同研究の場合は（1）（2）が連名であれば、編集委員会での審議の上、他所属の研究者

の執筆も可
（4）教育学研究所から依頼した者
（5）その他、編集委員会が認めた者
（6）本学大学院生（ただし、院生単独は不可。指導教員との連名とする。）

３　倫理規定
執筆に際しては他人の著作権の侵害、名誉毀損、データの捏造、人権の侵害等の問題を生じな

いように充分に配慮しなければならない。倫理的な配慮が必要とされる学術論文等については、
投稿者が所属する機関等の「倫理審査委員会」で承認を得たものに限り、学術論文等の中において、
その旨を明記しなければならない。なお、万一掲載された執筆内容が他者の著作権を侵害したと
認められた場合、投稿者がその一切の責任を負うものとする。

４　公開
　印刷冊子、および、武蔵野大学のホームページ上等で電子データとして公開する。

５　投稿方法
（1）投稿を希望する者は、指定された期日までに所定の「武蔵野教育學論集投稿申込書」を提

出しなければならない。
（2）原稿は、指定された期日までに所定の書式で作成した完成原稿（紙面に打ち出したもの）

とそのデータを提出しなければならない。
（3）写真や図表は鮮明なものを使用し、完成原稿中にその位置を明示すること

６　投稿規定
A　学術論文

（1）原稿は未発表のものに限る。

（2）原稿は、第１著者論文は単著・共著にかかわらず１人１編に限る。
（3）但し、次の場合は、最大２編投稿することができる。

①単著１本＋共著（第２著者以下）１本
②共著（第１著書）１本＋共著（第２著者以下）１本
③共著（第２著者以下）２本

（4）原稿は、横書き及び縦書き両方可とし、題目に英訳を併記すること。
（5）同号の制作ノートを投稿した者は、原則として、学術論文を投稿することはできない。
（6）字数等

①頁数・字数
　10 ページ程度（注、図表、写真、その他、を含む）を原則とする。
＊横書きの書式は、１ページ 43 字 × 38 行とする。
＊縦書きの書式は、１ページ 30 字 × 25 行の２段組とする。
＊図表、写真は適宜文字数に換算する。
＊図表、写真などが多いため他の原稿と比べて著しく費用がかかる場合、編集委員会は執筆

者に負担を求めることが出来る。
②用語及び文体等

現代仮名遣いを原則とする。外国語を仮名書きにする場合は、カタカナとする。
③書式

別表の書式例参照のこと。
（7）校正

原稿は完成原稿を提出するものとし、校正段階では最小限の字句の訂正にとどめるものと
する。校正は原則として執筆者が行い、校正済みの原稿は、編集委員会が指定した期日まで
に必ず返却しなければならない。

B　制作ノート
（1）研究作品写真を用いた制作ノートを投稿することができる。
（2）研究作品は、原則として、その年度内に制作（展覧会等での発表を含む）したものとする。
（3）同号の学術論文を投稿した者は、原則として、制作ノートを投稿することはできない。
（4）研究作品の題名・制作年などを記し、鮮明な画像（写真又はデータ）を提出するものとする。
（5）頁数等

①頁数
４ページ以内【 研究作品掲載（カラー）１ページ、及びその解説等３ページ以内（白黒）】
とする。

②その他
＊学術論文に準ずる。

（6）校正
＊学術論文（7）に準ずる。

７　掲載の採否・順序等
（1）掲載の採否は、査読を経て、編集委員会が決定する。

（2）編集委員会は、原稿の書き直しを求めることが出来る。
（3）掲載順序などの編集は編集委員会が行う。
（4）執筆者には、紀要 5 部、別刷 20 部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に別刷 

20 部ずつを無償で配布することを原則とする。それ以上の部数を希望する場合は、必要部
数をあらかじめ編集委員会に申し込まなければならない。その場合、超過部数に関わる費
用は執筆者の負担とする。

８　その他
その他の事項については、編集委員会で決定する。
本要項は、「武蔵野教育学論集」第 15 号の執筆・編集から施行する。
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武蔵野教育學論集執筆要項
2013 年 10 月 10 日制定
2016 年 7 月 14 日改正
2019 年 7 月 11 日改正
2021 年 9 月 1 日改正
2023 年 2 月 7 日改正

１　内容
（1）教育及び教職研究に関する学術論文
（2）教育学部所属教員の専門に関する学術論文
（3）その他、編集委員会が認めたもの

２　投稿資格
　学術論文または制作ノートに投稿できる者は、以下の者とする。
（1）教育学研究所研究員及び客員研究員
（2）教育学部専任教員
（3）共同研究の場合は（1）（2）が連名であれば、編集委員会での審議の上、他所属の研究者

の執筆も可
（4）教育学研究所から依頼した者
（5）その他、編集委員会が認めた者
（6）本学大学院生（ただし、院生単独は不可。指導教員との連名とする。）

３　倫理規定
執筆に際しては他人の著作権の侵害、名誉毀損、データの捏造、人権の侵害等の問題を生じな

いように充分に配慮しなければならない。倫理的な配慮が必要とされる学術論文等については、
投稿者が所属する機関等の「倫理審査委員会」で承認を得たものに限り、学術論文等の中において、
その旨を明記しなければならない。なお、万一掲載された執筆内容が他者の著作権を侵害したと
認められた場合、投稿者がその一切の責任を負うものとする。

４　公開
　印刷冊子、および、武蔵野大学のホームページ上等で電子データとして公開する。

５　投稿方法
（1）投稿を希望する者は、指定された期日までに所定の「武蔵野教育學論集投稿申込書」を提

出しなければならない。
（2）原稿は、指定された期日までに所定の書式で作成した完成原稿（紙面に打ち出したもの）

とそのデータを提出しなければならない。
（3）写真や図表は鮮明なものを使用し、完成原稿中にその位置を明示すること

６　投稿規定
A　学術論文

（1）原稿は未発表のものに限る。

（2）原稿は、第１著者論文は単著・共著にかかわらず１人１編に限る。
（3）但し、次の場合は、最大２編投稿することができる。

①単著１本＋共著（第２著者以下）１本
②共著（第１著書）１本＋共著（第２著者以下）１本
③共著（第２著者以下）２本

（4）原稿は、横書き及び縦書き両方可とし、題目に英訳を併記すること。
（5）同号の制作ノートを投稿した者は、原則として、学術論文を投稿することはできない。
（6）字数等

①頁数・字数
　10 ページ程度（注、図表、写真、その他、を含む）を原則とする。
＊横書きの書式は、１ページ 43 字 × 38 行とする。
＊縦書きの書式は、１ページ 30 字 × 25 行の２段組とする。
＊図表、写真は適宜文字数に換算する。
＊図表、写真などが多いため他の原稿と比べて著しく費用がかかる場合、編集委員会は執筆

者に負担を求めることが出来る。
②用語及び文体等

現代仮名遣いを原則とする。外国語を仮名書きにする場合は、カタカナとする。
③書式

別表の書式例参照のこと。
（7）校正

原稿は完成原稿を提出するものとし、校正段階では最小限の字句の訂正にとどめるものと
する。校正は原則として執筆者が行い、校正済みの原稿は、編集委員会が指定した期日まで
に必ず返却しなければならない。

B　制作ノート
（1）研究作品写真を用いた制作ノートを投稿することができる。
（2）研究作品は、原則として、その年度内に制作（展覧会等での発表を含む）したものとする。
（3）同号の学術論文を投稿した者は、原則として、制作ノートを投稿することはできない。
（4）研究作品の題名・制作年などを記し、鮮明な画像（写真又はデータ）を提出するものとする。
（5）頁数等

①頁数
４ページ以内【 研究作品掲載（カラー）１ページ、及びその解説等３ページ以内（白黒）】
とする。

②その他
＊学術論文に準ずる。

（6）校正
＊学術論文（7）に準ずる。

７　掲載の採否・順序等
（1）掲載の採否は、査読を経て、編集委員会が決定する。

（2）編集委員会は、原稿の書き直しを求めることが出来る。
（3）掲載順序などの編集は編集委員会が行う。
（4）執筆者には、紀要 5 部、別刷 20 部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に別刷 

20 部ずつを無償で配布することを原則とする。それ以上の部数を希望する場合は、必要部
数をあらかじめ編集委員会に申し込まなければならない。その場合、超過部数に関わる費
用は執筆者の負担とする。

８　その他
その他の事項については、編集委員会で決定する。
本要項は、「武蔵野教育学論集」第 15 号の執筆・編集から施行する。

武蔵野教育學論集執筆要項
2013 年 10 月 10 日制定
2016 年 7 月 14 日改正
2019 年 7 月 11 日改正
2021 年 9 月 1 日改正
2023 年 2 月 7 日改正

１　内容
（1）教育及び教職研究に関する学術論文
（2）教育学部所属教員の専門に関する学術論文
（3）その他、編集委員会が認めたもの

２　投稿資格
　学術論文または制作ノートに投稿できる者は、以下の者とする。
（1）教育学研究所研究員及び客員研究員
（2）教育学部専任教員
（3）共同研究の場合は（1）（2）が連名であれば、編集委員会での審議の上、他所属の研究者

の執筆も可
（4）教育学研究所から依頼した者
（5）その他、編集委員会が認めた者
（6）本学大学院生（ただし、院生単独は不可。指導教員との連名とする。）

３　倫理規定
執筆に際しては他人の著作権の侵害、名誉毀損、データの捏造、人権の侵害等の問題を生じな

いように充分に配慮しなければならない。倫理的な配慮が必要とされる学術論文等については、
投稿者が所属する機関等の「倫理審査委員会」で承認を得たものに限り、学術論文等の中において、
その旨を明記しなければならない。なお、万一掲載された執筆内容が他者の著作権を侵害したと
認められた場合、投稿者がその一切の責任を負うものとする。

４　公開
　印刷冊子、および、武蔵野大学のホームページ上等で電子データとして公開する。

５　投稿方法
（1）投稿を希望する者は、指定された期日までに所定の「武蔵野教育學論集投稿申込書」を提

出しなければならない。
（2）原稿は、指定された期日までに所定の書式で作成した完成原稿（紙面に打ち出したもの）

とそのデータを提出しなければならない。
（3）写真や図表は鮮明なものを使用し、完成原稿中にその位置を明示すること

６　投稿規定
A　学術論文

（1）原稿は未発表のものに限る。

（2）原稿は、第１著者論文は単著・共著にかかわらず１人１編に限る。
（3）但し、次の場合は、最大２編投稿することができる。

①単著１本＋共著（第２著者以下）１本
②共著（第１著書）１本＋共著（第２著者以下）１本
③共著（第２著者以下）２本

（4）原稿は、横書き及び縦書き両方可とし、題目に英訳を併記すること。
（5）同号の制作ノートを投稿した者は、原則として、学術論文を投稿することはできない。
（6）字数等

①頁数・字数
　10 ページ程度（注、図表、写真、その他、を含む）を原則とする。
＊横書きの書式は、１ページ 43 字 × 38 行とする。
＊縦書きの書式は、１ページ 30 字 × 25 行の２段組とする。
＊図表、写真は適宜文字数に換算する。
＊図表、写真などが多いため他の原稿と比べて著しく費用がかかる場合、編集委員会は執筆

者に負担を求めることが出来る。
②用語及び文体等

現代仮名遣いを原則とする。外国語を仮名書きにする場合は、カタカナとする。
③書式

別表の書式例参照のこと。
（7）校正

原稿は完成原稿を提出するものとし、校正段階では最小限の字句の訂正にとどめるものと
する。校正は原則として執筆者が行い、校正済みの原稿は、編集委員会が指定した期日まで
に必ず返却しなければならない。

B　制作ノート
（1）研究作品写真を用いた制作ノートを投稿することができる。
（2）研究作品は、原則として、その年度内に制作（展覧会等での発表を含む）したものとする。
（3）同号の学術論文を投稿した者は、原則として、制作ノートを投稿することはできない。
（4）研究作品の題名・制作年などを記し、鮮明な画像（写真又はデータ）を提出するものとする。
（5）頁数等

①頁数
４ページ以内【 研究作品掲載（カラー）１ページ、及びその解説等３ページ以内（白黒）】
とする。

②その他
＊学術論文に準ずる。

（6）校正
＊学術論文（7）に準ずる。

７　掲載の採否・順序等
（1）掲載の採否は、査読を経て、編集委員会が決定する。

（2）編集委員会は、原稿の書き直しを求めることが出来る。
（3）掲載順序などの編集は編集委員会が行う。
（4）執筆者には、紀要 5 部、別刷 20 部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に別刷 

20 部ずつを無償で配布することを原則とする。それ以上の部数を希望する場合は、必要部
数をあらかじめ編集委員会に申し込まなければならない。その場合、超過部数に関わる費
用は執筆者の負担とする。

８　その他
その他の事項については、編集委員会で決定する。
本要項は、「武蔵野教育学論集」第 15 号の執筆・編集から施行する。
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武蔵野教育学論集　第17 号

＊編集後記
2024 年（令和６）、学校法人武蔵野大学は、ついに記念すべき創立 100 周年の年を

迎えた。10 のプロジェクト委員会が設けられ、それぞれこの記念イベントが計画され
たが、武蔵野・有明キャンパス及び築地本願寺で実行・実施されている。本年４月、
教職員と今年度入学した全学部学科の１年生全員が本学発祥の地・築地本願寺へ行き
参拝。５月、同慶節は武蔵野キャンパスにて学長による FD 開催とともに開催。６月、
築地本願寺にて親鸞を題材とした創作能の公演。７月、100 周年記念碑の除幕式の開
催と進行中である。

本年夏は、猛暑の中、パリ 2024 オリンピック開催の年でもあった。フランスでの
開催なので選手たちは選手村の食や住環境に大いに期待していたのだが、東京 2020
大会（１年遅れ 2021 年に開催）に比べて期待外れというコメントや記事が満ち、と
ても残念に思った。パリというとセーヌ川が有名だが、大阪の道頓堀川の水質よりも
かなりよごれているという。何とかならないものか。

（編集委員　廣瀨・峰・高牧）



通号 発行年月日 発　行

１ 教育研究所紀要　第１巻第１号 ２０１２・３・１ 教育研究所

２ 教職研究センター紀要 第１巻第１号 ２０１３・３・１ 教職研究センター

３ 第２号 ２０１４・３・１ 教職研究センター

４ 第３号 ２０１５・３・１ 教職研究センター

５ 第４号 ２０１６・３・１ 教職研究センター

６ 武蔵野教育学論集　創刊号 ２０１７・３・１ ＊ 教職研究センター

７ 　　　　　　　　　第２号 ２０１７・８・15 教育学研究所

８ 　　　　　　　　　第３号 ２０１７・９・１ 教育学研究所

９ 　　　　　　　　　第４号 ２０１８・３・１ 教育学研究所

10 　　　　　　　　　第５号 ２０１８・９・30 教育学研究所

11 　　　　　　　　　第６号 ２０１９・３・１ 教育学研究所

12 　　　　　　　　　第７号 ２０１９・10・１ 教育学研究所

13 　　　　　　　　　第８号 ２０２０・３・１ 教育学研究所

14 　　　　　　　　　第９号 ２０２０・10・10 教育学研究所

15 　　　　　　　　　第１０号 ２０２１・３・10 教育学研究所

16 　　　　　　　　　第１１号 ２０２１・10・10 教育学研究所

17 　　　　　　　　　第１２号 ２０２２・３・10 教育学研究所

18 　　　　　　　　　第１３号 ２０２２・10・10 教育学研究所

名　　　称

【武蔵野大学教育学部における紀要発行の歴史】

19 　　　　　　　　　第１４号 ２０２３・３・10 教育学研究所

20 　　　　　　　　　第１５号 ２０２３・10・10 教育学研究所

21 　　　　　　　　　第１６号 ２０２４・３・10 教育学研究所

22 　　　　　　　　　第１７号 ２０２４・10・10 教育学研究所

＊２０１７・４・１より教育学研究所設立により紀要名を先行して改称


